
1 

 

令
和
七
年
度
古
文
書
入
門
講
座
第
六
回
釈
文
／
巻
島 

 

◆
赤
堀
伴
七
「
文
久
記
聞 

九
」（
文
書
番
号
８
９
０
２―

７
６
、
群
馬
県
立
文
書
館
蔵
） 

※52

頁 

文
久
三
癸
亥
年 

正
月
七
日 

河
内
守
殿
御
渡 

松
平
春
嶽
義
今
度
上
京
被 
仰
付
候
ニ
付
、
御
軍
艦 

拝
借
ニ
而
大
坂
迠
罷
越
、
夫
よ
り
致
上
京
候
所
、
御
時
節 

柄
殊
ニ
急
速
出
立
候
事
故
、
簡
易
質
素
可
被
致
、 

所
持
格
別
省
略
之
儀
ニ
付
、
道
中
筋
其
外
於
万
端 

手
軽
ニ
取
計
、
道
橋
等
ニ
至
迠
一
切
取
繕
不
及
、
馳
走 

ケ
間
敷
義
者
猶
更
無
用
い
た
し
、
宿
駅
其
外
都
而 

平
日
之
通
り
相
心
得
、
諸
事
無
益
之
手
数
相
省
、 

下
々
難
義
不
相
成
候
様
取
計
可
申
候 

右
之
通
り
大
坂
ゟ
上
京
之
道
筋
共
厳
重
可
被 

申
付
置
候 

正
月
九
日 

 

豊
前
守
殿
御
渡 

御
上
洛
御
留
守
中
、
月
次
之
外
都
而
出
仕
ニ
不
及
候
、
此
段 

向
々
江
可
被
達
候 

 

十
二
月 

殿
中
詰
番
、
泊
番
之
者
屋
敷
近
所
火
事
有
之
候
と
も 

御
留
守
中
者
退
出
不
仕
候
様
向
々
江
可
被
達
候 

 

十
二
月 

御
上
洛
御
留
守
中
、
万
石
以
下
之
面
々
御
機
嫌
伺 

之
儀
者
詰
番
有
之
分
者
於 

御
城
豊
前
守
、
河
内
守
、
諏
訪
因
幡
守
、
平
岡
丹 

波
守
江
御
機
嫌
相
伺
、
廻
状
を
以
仲
ケ
間
江
可
被
申
通
候 

尤
宅
江
罷
越
相
伺
ニ
不
及
候
、
詰
番
等
無
之
面
々
者
御 

機
嫌
伺
ニ
不
及
候
事 

 

十
二
月 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※53

頁 

関
八
州
村
々
之
儀
風
俗
不
宜
體
之
儀
ニ
而
も
申
募
奉
行
所
江 

訴
出
候
類
多
く
有
之
候
、
来
春 

御
上
洛
ニ
付
而
者
人 

馬
之
御
用
も
有
之
仮
令
助
人
馬
等
不
差
出
場
所
迚
も 

地
頭
用
等
も
可
有
之
且 

御
上
洛
中
別
而
相
慎
ミ
村
々
取
締 

之
儀
を
も
可
心
得
儀
ニ
付
、
村
役
人
共
者
勿
論
組
合
之
者
と
も 

相
互
ニ
心
附
村
方
不
取
締
之
儀
無
之
様
致
し
、
若
心
得
違
之 

者
有
之
出
入
ケ
間
敷
儀
出
来
致
候
ハ
ヽ
可
成
丈
組
合
村
役
人 

共
に
て
取
扱
相
済
し
、
難
済
子
細
有
之
候
共
、
延
置
差 

支
無
之
分
者 

還
御
以
後
可
訴
出
候
、
尤
悪
党
者 

等
者
弥
念
入
相
糺
差
押
訴
出
候
と
も
最
寄
廻
村
之 

関
東
筋
取
締
出
役
共
と
注
進
及
ひ
候
共
可
致
候 

右
趣
関
東
八
州
在
町
と
も
御
料
者
御
代
官
、
私
領
者
領
主 

地
頭
ゟ
不
洩
様
相
触
、
支
配
御
代
官
領
主
地
頭
ニ
お
ひ
て
も 

其
旨
相
心
得
猥
ニ
出
訴
不
致
様
可
被
取
計
候 
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右
之
通
可
被
相
触
候
、 

十
二
月 

 

御
同
人
御
渡 

御
上
洛
御
留
主
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
奉
行
壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
目
付
壱
人 

右
之
外
番
頭
其
外
軽
き
御
役
人
迠
當
番
、
詰
番
、
泊
番 

之
外
御
用
無
之
御
役
人
者
不
及
登 

城
右
之
面
々
常
之
通 

登 

城
、
老
中
、
若
年
寄
中
差
図
次
第
退
出
可
有
之
事 

所
々
勤
番
之
大
名
其
外
代
り
無
之
者
病
気
之
節
者 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※54

頁 

嫡
子
有
之
面
々
ハ
嫡
子
相
勤
可
申
候
、
代
り
無
之
者
家
来 

計
可
相
勤
候
、
諸
番
之
頭
、
諸
頭
等
助
候
、
頭
無
之
節
同
役 

之
内
よ
り
見
廻
可
被
相
勤
候
事
、
坂
下
御
門
、
馬
場
先
御
門 

竹
橋
御
門
、
半
蔵
御
門
、
矢
来
御
門
、
右
昼
夜
〆
切
可
申
候 

但
、
紅
葉
山
通
之
向
者
坂
下
一
方
通
行
い
た
し
、
竹
橋 

御
蔵
地
通
行
之
向
者
竹
橋
一
方
通
行
之
事 

平
川
口
御
門
夕
七
ツ
時
〆
切
可
申
事 

田
安
御
門
、
清
水
御
門 

右
弐
ケ
所
御
門
も
昼
夜
〆
置
、
田
安
殿
清
水
附
用
事
計
り 

断
次
第
手
支
無
之
通
路
有
之
候
様
可
被
致
候
、
尤
火 

事
有
之
節
者
早
速
御
門
開
往
来
有
之
候
様
可
被
致 

候
事 

一
外
桜
田
御
門
、
和
田
倉
御
門
、
雉
子
橋
御
門
、
一
橋
御
門
、
神
田
橋
御
門
、 

常
盤
橋
御
門
、
呉
服
橋
御
門
、
鍜
治
橋
御
門
、
数
寄
屋
橋
御
門
、
日
比
谷
御
門
、 

右
御
門
ニ
て
暮
六
ツ
時
〆
切
、
断
有
之
者
者
行
先
承
り
届
、
御
門 

通
し
可
申
候
、
若
火
事
有
之
節
者
早
々
御
門
開
キ
火
消 

者
勿
論
其
外
往
来
可
有
候
様
可
被
致
候
事 

一
呉
服
橋
脇
水
門
〆
切
之
事 

一
夜
中
急
養
子
之
節
、
泊
無
之
老
中
若
年
寄
に
て
願
書 

請
取
候
事 

右
之
通
向
々
江
可
被
達
候 

 

十
二
月 

周
防
守
殿
御
渡 

御
上
洛
御
留
守
中
諸
席
御
料
理
相
止
候
、
尤
四
之
間 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※55

頁 

以
下
へ
計
御
台
所
被
下
候
間
、
其
段
向
々
へ
可
被
達
候 

十
二
月 

 

正
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

浪
士
取
扱 

 

京
都
江
可
被
差
遣
条
用
意 

 
 
 
 
 

講
武
所
剱
術
教
授
方 

 

可
致
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
主
税
助 

右
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
若
年
寄
中
出
座
、
平
岡
丹
後
守
申
渡
之 
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松
平
安
藝
守 

御
上
洛
之
節
供
奉
相
勤
度
旨
、
願
之
通
り
達 

御
聴
候
、
尤
之
儀
ニ
被 

思
召
候
得
共
、
諸
事
御
先
例
不
被
為 

抱
御
手
軽
ニ
可
被
遊 

御
上
洛 

思
召
ニ
付
、
格
別
手
軽
ニ 

上
京
供
奉
相
勤
候
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
上
京
之
儀
者
勝
手
次
第 

可
致
旨
被 

仰
付
之 

右
於
御
白
書
院
縁
頬
老
中
列
座
和
泉
守
申
渡
之 

 

正
月
廿
一
日 

 
 
 

覚 

河
内
守
殿
御
渡 

松
平
春
嶽
事
来
ル
廿
二
日
、
京
都
表
江
發
足
致
し
候
、 

尤
御
軍
艦
操
練
所
ゟ
御
舩
拝
借
ニ
而
大
坂
表
迠
罷
越
、 

夫
ゟ
致 

上
京
候
之
間
、
為
心
得
向
々
江
可
相
達
候 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
使
番
江 

御
上
洛
御
留
守
中
西
丸
、
二
丸
、
御
殿
江
御
目
付
壱
人 

御
使
番
弐
人
詰
切
被 

仰
付
候
間
、
御
取
締
向
等
行
届
候
様 

可
被
致
候
事 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※56

頁 

風
順
宜
候
得
者
、
凡
来
ル
廿
五
六
日
頃
、 

御
着
舩
可
被
成
候
、
大
坂 

表
江
罷
越
候
面
々
若
日
限
迠
着
坂
無
之
候
ハ
ヽ
着
揃 

候
上
、
京
都
江
可
被
為
成
候
間
、
別
段
道
中
不
及
差
急
兼
而
相
達 

置
候
日
割
之
通
り
可
致
旅
行
候 

右
之
趣
陸
路
罷
登
候
面
々
江
可
達
候 

 

二
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
使
本
多
日
向
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
戸
中
納
言
殿 

右
京
都
江
御
暇
被 

仰
出
候
ニ
付
今
朝
被
遣
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀
伊
中
納
言
殿 

右
御
暇
ニ
付
今
朝
被
遣
之 

 

一
紀
伊
殿
御
登 

城
於
竹
之
間
御
饗
應
有
之 

 
 
 

御
座
之
間 

 

御
馬
壱
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
都
江
御
暇 

 

御
鷹
弐
裾
（
据
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

水
戸
中
納
言
殿 

 

御
馬
壱
疋 

御
刀 

 
 
 
 
 
 
 

御
暇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀
伊
中
納
言
殿 

右 

御
対
顔 

 
 

金
子
枚
、
時
服
弐
、
羽
織 

 
 
 
 
 

浪
士
取
扱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鵜
殿
鳩
翁 

 

京
都
江
為
御
用
罷
越
候
ニ
付
被
下
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
取
締
役 

 
 

金
弐
枚
宛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
岡
鉄
太
郎 
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同
断
ニ
付
被
下
之 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※57

頁 

通
御
已
後
七
日
相
立
八
日
目
ゟ
通
行
候
様
向
々
江
可
被
達
候 

御
上
洛
之
節 
御
發
駕
御
當
日
御
留
守
ニ
罷
在
為 

御
目
見
登 

城
候
面
々
下
乗
橋
ゟ
内
江
召
連
候
供
廻
り 

主
人
登 

城
候
ハ
ヽ
直
ニ
寺
沢
御
門
ゟ
蓮
池
御
門
之
間
江
相
拂
候
も
の 

下
乗
所
下
馬
所
ニ
相
残
り
候
供
廻
り
登
城
候
而
直
々
酒
井 

佐
右
衛
門
尉
、
小
笠
原
大
膳
太
夫
屋
敷
脇
并
和
田
倉
御
門
ゟ 

馬
場
先
御
門
迠
之
間
江
相
拂
候
事 

一
江
戸
御
道
筋
屋
敷
ニ
て
御
目
通
し
屋
敷
共 

御
發
駕
御
供
揃
御
刻
限
一
時
半
早
ニ
立
囲
之
者
并 

手
桶
等
見
計
差
出
、
都
而
御
規
式 

御
成
之
節
之
通 

相
心
得
可
申
事 

立
囲
之
者
徒
士
以
上
服
紗
小
袖
麻
上
下
足
軽
宥
板 

相
改
候
事 

右
之
通
伺
相
済
申
候
、
依
之
申
達
候 

大
井
美
濃
守 

京
極
能
登
守 

山
口
信
濃
守 

池
田
修
理 

今
般
陸
路 

御
上
洛
被 

仰
出
候
ニ
付
而
者
御
道
中
筋
驛
村
其
外 

盛
砂
并
並
手
桶
等
不
及
差
出
、
平
常
之
通
相
心
得 

尤
通
御
之
刻
往
来
人
留
之
儀
者
御
徒
方
ニ
而
制
払
相
心 

得
旅
人
之
儀
者
行
掛
り
横
小
路
江
差
留
置 

御
行
粧
拝
見
為
仕
可
申
候
事 

右
之
趣
伺
相
済
候
御
道
筋
ニ
知
行
有
之
向
々
江
御
達 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※58

頁 

可
有
之
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
人 

一
御
上
洛 

御
發
途
前
ニ
付
今
朝
紅
葉
山 

御
宮
并
惣 

御
霊
前
江 

 
 
 
 

御
名
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
野
和
泉
守 

一
右
同
断
ニ
付 

氷
川
江 
 
 
 

御
名
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
人 

 

二
月
十
三
日 

 

和
泉
守
殿
御
渡 

御
上
洛
ニ
付
、
御
泊
ニ
相
成
候
宿
駅
ゟ
御
發
駕
御
刻 

限
之
儀
者
惣
而
卯
中
刻
与
相
心
得
非
番
之
面
々 

御
先
江
繰
越
候
節
者
御
供
揃
一
刻
早
ニ
旅
宿
出
立
致
し 

可
成
丈
小
荷
駄
拂
相
勤
候
、
御
徒
制
方
差
支
不
相
成
候
様 
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家
来
末
々
江
兼
而
可
被
申
渡
置
候 

右
之
通
御
供
面
々
江
可
被
相
触
候 

御
同
人
御
渡 

 
 
 
 

覚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
武
所
奉
行 

今
般
陸
路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
徒
頭 

御
上
洛
被
遊
候
ニ
付
而
者
御
道
中
筋 

御
休
相
成
候 

御
旅
館
向
者
講
武
所
槍
剱
方
御
徒
御
行
烈
之
由 

二
段
ニ
相
立
候
御
鉄
炮
組
者
駅
南
入
口
者 

御
先
御
跡 

相
立
、
御
鉄
炮
組
何
レ
も
御
供
ニ
而
申
合
行
掛
り
勤
番
罷 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※59

頁 

文
久
三
癸
亥
年
三
月
十
一
日
下
加
茂
ゟ
上
加
茂 

御
幸
御
行
列 

還
御
九
時
頃 

 

将
軍
奉
供 

 
 
 
 
 
 

〇
よ
り
つ
ゞ
く 

 

馬 
 

小
堀
数
馬 

 
 
 
 
 

随
身
数
多 

 

同 
 

瀧
川
播
磨
守 

 
 
 
 

公
家
衆 

 

同 
 

松
平
備
後
守 

 
 
 
 

高
辻
殿 

 

同 
 

公
家
衆 

 
 
 
 
 
 

随
身
公
家
衆
弐
人 

同 
 

公
家
衆 

 
 
 
 
 
 

歩
行
随
身
多
人
数 

駕 
 

有
栖
川
殿 

 
 
 
 
 

公
家
衆
弐
行
四
人 

ア
シ
ロ 

近
衛
殿 

 
 
 
 
 

歩
行
随
身
多
人
数 

駕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

馬 
 

公
家
衆 

 
 
 
 
 
 

公
家
衆 

同 
 

松
平
日
向
守 

 
 
 
 

公
家
衆
弐
行 

馬 
 

亀
井
隠
岐
守 

 
 
 
 

歩
行
随
身
弐
行 

同 
 

佐
竹
左
京
太
夫 

 

馬 

二
行
随
身 

 
 

同 
 

細
川
越
中
守 

 
 

同 

一
條
殿 

同 
 

上
杉
弾
正
大
弼 

 

同 

二
行
随
身 

同 
 

伊
達
遠
江
守 

 
 

同 

二
行
随
身 

同 
 

松
平
相
模
守 

 
 

同 

同
弐
人 

同 
 

津
軽
越
中
守 

 
 

同 

同
弐
人 

御
本
道
具 松

平
阿
波
守 

 
 

同 

同
六
人 

小
笠
原
大
膳
太
夫 

歩
行
公
家
衆
弐
人 

歩
行
公
家
衆 

 
 

馬 

公
家
衆 

随
身
弐
人 

 
 
 

同 

同 

歩
行
公
家
衆 
 
 

同 

随
身 

次
ノ
△
江
つ
ゝ
く 

 
 
 
 

〇
江
つ
ゞ
く 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※60

頁 

前
之
△
よ
り
つ
ゝ
く 

 
 
 
 
 
 
 

□
よ
り
つ
ゝ
く 

 
 
 

随
身 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
壱
人 

馬 
 

中
山
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
四
人
赤 

同 
 

四
條
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
下
着
武
家
御
供
立 

 
 
 

歩
行
公
家 

 
 
 
 
 
 
 
 

左
右
へ
三
尺
間
ニ
並
ひ 
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御
長
持
壱
棹 

 
 
 
 
 
 
 

多
人
数
御
供 

 
 
 

歩
行
楽
人 

 
 
 
 
 

馬 
 

水
戸
殿 

 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 

一
橋
殿 

 
 
 

大
隅
美
作
守 

 
 
 
 

同 
 

水
野
和
泉
守 

 
 
 

野
主
殿
助 

 
 
 
 
 

同 
 

板
倉
周
防
守 

 
 
 

歩
行
楽
人 

 
 
 
 
 

同 
 

横
瀬
山
城
守 

 
 
 

随
身 

 
 
 
 
 
 
 

同 
 

有
馬
兵
部
少
輔 

 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 

京
極
丹
波
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬 

馬 

鷹
司
殿 

 
 
 
 
 
 
 

御
道
具
五
本 

御
輿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
沼
玄
蕃
頭 

 

歩
行
公
家
衆 

 
 
 
 
 
 
 

惣
御
同
勢 

 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将
軍 

 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
輿
御
供
立
次
ニ
立 

 

公
家
衆
多
人
数 

御
輿
左
右 

 

馬
上
随
身
公
家
衆
附 

御
馬
上 

 

将
軍
家 

 
 
 
 

随
身 

歩
行 

 

稲
葉
兵
部
少
輔 

同 
 
 

佐
野
伊
予
守 

 
 

御
跡 

同 
 
 

村
松
出
羽
守 

 
 
 
 
 
 
 
 

□
江
つ
ゝ
く 

※
上
欄
に
「
此
辺
江
御
茶
弁
當
ニ
」 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※61

頁 

三
月
七
日 

公
方
様 

 

御
参
内 

同
十
八
日 

御
参
内
大
名
衆 

 

尾
張
前
大
納
言
殿 

 
 
 
 
 
 

一
橋
中
納
言
殿 

 

松
平
春
嶽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
肥
後
守 

 

同 

長
門
守 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

容
堂 

 

同 

閑
叟 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

相
模
守 

 

同 

美
濃
守 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

安
芸
守 

 

同 

淡
路
守 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

出
羽
守 

 

同 

主
殿
守 

 
 
 
 
 
 
 
 

細
川
越
中
守 

 

佐
竹
右
京
太
夫 

 
 
 
 
 
 
 

上
杦
弾
正
大
弼 

 

中
川
修
理
太
夫 

 
 
 
 
 
 
 

池
田
信
濃
守 

 

三
月
十
七
日 

一
橋
殿
江
御
達 

一
説
十
九
日 

御
参
内
之
節 

英
夷
渡
来
、
関
東
事
情
切
迫
ニ
付
、
防
禦
之
為 

大
樹
帰
府
之
尤
之
訳
柄
ニ
候
得
共
、 

京
都
并
ニ
近
海 
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之
守
備
警
衛
之
策
略
大
樹
自
指
揮
可
有
之
候
、
且 

攘
夷
決
戦
之
折
柄
、
君
臣
一
和
ニ
無
之
候
而
者
不
相
叶 

之
処
、
大
樹
関
東
ニ
帰
府
東
西
ニ
相
離
候
而
者
君
臣
之
際 

情
意
不
相
通
、
自
然
間
隔
之
姿
ニ
相
成
、
天
下
之
形
勢 

不
可
救
ニ
至
可
申
候
、
當
節
大
樹
帰
府
之
儀
者
於 

叡
慮
不
被
安
候
間
、
滞
京
有
之
守
衛
之
計
畧 

厚
被
相
運
奉
安 

宸
襟
候
様
被 

思
召
英
夷 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※62

頁 

應
接
之
義
者
浪
速
湊
江
相
廻
し
拒
絶
談
判
可
有
之
、 

開
兵
端
候
節
者
大
樹
自
出
張
主
計
被
指
揮
候
半 

皇
國
之
志
氣
挽
回
之
機
會
ニ
可
有
之
思
召
候
、
関
東 

防
禦
之
儀
者
可
然
人
財
相
撰
可
申
付
候
様
御
沙
汰
之
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
春
嶽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
代
田
村
主
計 

其
方
義
御
政
事
総
裁
職
御
免
相
願
未 

御
許
容
も
無
之
處
、
勝
手
ニ
當
地
發
足
い
た
し
出
立 

後
、
其
段
相
届
、
同
人
引
戻
し
之
儀
相
達
候
処
、
残
居
候 

家
来
相
支
其
侭
帰
國
之
段
如
何
之
事
ニ
候 

叡
慮
を
以
総
裁
職
被 

仰
付
、
既
ニ
御
免
願
も
達 

叡
聞 

御
聞
届
無
之
内
前
書
之
始
末
書 

朝
廷
別
而
不
束
ニ
付
、
急
度
も
可
被 

仰
付
候
處
、
是
迠 

出
情
相
勤
候
ニ
付
、
出
格
之 

思
召
を
以
逼
塞
被 

仰
付
之 

 

右
者
今
晩
於
和
泉
守
旅
宿
周
防
守
列
座
和
泉
守 

申
渡
、
大
目
付
岡
部
駿
河
守
、
御
目
付
松
平
甲
次
郎
相
越 

 

三
月
廿
一
日 

 

風
説
書 

公
方
様
殊
之
外
御
質
素
ニ 

御
上
洛
被
遊
、
京
師
町
人
共 

御
間
近
ニ
御
行
粧
を
拝
し
、
御
評
萬
至
而
よ
ろ
し
き
よ
し 

又
御
英
明
ニ
被
為
入 

叡
慮
ニ
も
被
為
叶
候
よ
し
也 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※63

頁 

会
津
矦
京
師
御
守
護
初
め
之
程
者
御
威
光
も
無
之 

大
ニ
御
骨
折
被
成
候
所
、
此
節
者
大
ニ
御
勢
ひ
付
、
別
而
浪
士
人
共 

御
召
捕
已
後
御
威
光
相
増
評
萬
宜
し 

嶋
津
三
郎
國
許
江
御
差
戻
し
、
三
月
十
八
日
京
地
發
足
之
よ
し 

中
川
宮
御
事
風
聞
有
之
候
得
共
、
実
事
相
わ
か
ら
す 

  

恭
惟
兵
ハ
和
を
以
要
と
す
与
承
り
候
得
者
膺
懲
之
事 

君
臣
一
和
な
ら
て
者
難
行
届
奉
存
候
、
君
臣
御
一
和
相
成
候
得
ハ 

人
々
帰
嚮
を
知
り
申
候
、
如
斯
な
ら
ハ
則
普
天
卒
土 

一
和
せ
さ
る
事
な
し
、
而
后
攘
夷
之
事
初
而
被
行 
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可
申
奉
存
候
、
し
る
も
の
ハ
日
々
に
疎
に
来
る
も
の
ハ
日
々 

親
む
之
習
大
樹
十
日
之
在
京
直
様
東
下
ニ
相
成
候
得
ハ 

誠
實
御
一
和
之
猶
豫
恐
ら
く
ハ
有
之
間
敷
面
有
餘 

里
之
御
遠
別
御
間
隙
の
生
す
る
必
然
之
道
理
与
奉
存
候
、 

然
上
者
天
下
之
勢
不
可
救
之
場
ニ
及
候
半
歟
、
微
臣
病
中 

日
夜
不
安
寐
食
處
々
ニ
御
座
候
仰
願
へ
ハ
大
樹
江
被 

命
御
一
和
相
整
四
海
帰
一
之
場
ニ
相
運
ひ
候
迠
ハ 

輦
下
ニ
滞
在
有
之
様
仕
度
昧
死
伏
而
願
所
ニ 

※
上
欄
に
「
前
大
納
言
殿
／
か
ゝ
る
事
を
／
上
書
し
玉
ふ
／
事
心
得
か
た
く
／
此
書
信
用
な
し
か
た
し
」 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※64

頁 

御
座
候
、
且
又
攘
夷
之
儀
者
兼
而
之
期
限
之
通
人
を 

遣
し
て
可
被
行
候
、
寿
永
之
乱
れ
頼
朝
鎌
倉
ニ
在
な
か
ら 

範
頼
、
義
経
を
し
て
平
民
を
平
ら
け
し
む
、
此
一
節
を 

以
も
将
軍
自
ら
越
候
ニ
不
及
事
顕
然
ニ
奉
存
候
、
此
段
奉 

言
上
度
恐
な
か
ら
如
斯
御
座
候
、
誠
恐
ニ
て
頓
首
敬
白 

 

三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

尾
張
前
大
納
言 

 

謹
而
奉
言
上
候
、
今
般
私
共
上
京
仕
候
路
義
願 

大
樹
公
御
上
洛
之
節 

皇
命
を
尊
戴
し
夷
狄
を
攘
斥
す
る
の
大
義
御
雄 

断
被
遊
候
事
ニ
付
、
草
莽
中 

國
中
周
旋
之
面
々
ハ 

不
及
申
尽
忠
報
國
之
志
有
之
も
の
既
往
之
忌 

諱
ニ
不
拘
、
広
天
下
之
人
財
御
募
其
心
力
ヲ
御
任
用 

尊
攘
之
道
御
主
張
被
遊
候
御
主
意
ニ
付
、
私
共
初
御
尋
相
成
、 

其
内
周
旋
可
有
之
与
之
儀
ニ
付
、
夷
変
以
来
累
年 

國
事
ニ
身
命
ヲ
抛
候
者
之
旨
意
全
征
夷
大
将
軍
之 

御
職
掌
御
主
張
相
成 

尊
攘
之
道
可
相
達
与
之
赤
心
ニ
御
座
候
得
共
、
右
之
如
く 

言 

洞
通
人
材
御
任
撰
被
遊
候
ハ
ヽ
赤
心
報
國
之 

志
此
よ
り
可
相
徹
与
格
別
其
召
ニ
應
し
罷
出
候
、
然
上
者 

大
将
軍
お
ゐ
て
も
断
然
攘
夷
之
大
命
御
尊
戴
奉 

補
佐 

朝
廷
ハ
勿
論
之
事
万
一
因
循
姑
息 

皇
民
離
隔
之
姿
ニ
も
相
成
候
者
私
共
義
幾
重
ニ
も 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※65

頁 

回
挽
し
周
旋
可
仕
候
、
猶
其
上
ニ
も
御
取
用
無
之
ハ
是
非 

不
及
銘
々
請
献
之
所
置
御
座
候
、
其
節
者
寒
微
之
私 

共
誠
ニ
以
奉
恐
入
候
得
共
、
固
ゟ
尽
忠
報
國
、
抛
身
命
志 

意
ニ
付
何
卒
於 

朝
廷
御
憐
垂
被
成
下
何
方
な
り
と
も 

尊
攘
之
赤
心
相
達
候
様
御
差
向
相
成
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
奉
存
候 

右
ニ
付
、
幕
府
之
世
話
ニ
而
上
京
仕
候
得
共
、
一
点
之
録
（
禄
カ
） 

相
請
不
申
旨 
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尊
攘
之
大
義
奉
願
候
間
、
萬
一 

皇
命
ヲ
妨
ケ
私
意
ヲ
企
候
輩
於
有
之
候
、
た
と
へ
有
志 

之
人
た
り
と
も
聊
無
用
捨
譴
責
仕
度
、
一
統
之 

決
心
ニ
御
座
候
、
此
段
不
顧 

威
厳
、
言
上
仕
候
間
御
聞
置
被
成
下
、
微
心
微
底
仕
候
様
誓 

天
地
偏
ニ
懇
願
奉
り
候
誠
恐
頓
首
再
拝
白 

 

文
久
三
亥
年
二
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

浪
人
一
同
連
名 

右
者
鵜
殿
鳩
翁
附
属
之
浪
士
よ
り
捧
け
候
書
面
之
よ
し
也 

評
ニ
曰
浪
人
之
心
底
素
よ
り
時
変
ニ
乗
し
、
己
か
身
ヲ
立
ん
と
欲
る 

の
ミ
左
も
あ
る
へ
き
こ
と
な
れ
と
も 
幕
府
之
召
ニ
應
し
御
供 

上
京
い
た
し
な
か
ら
又 

朝
廷
江
媚
を
献
し
、
か
ゝ
る
上
書
い
た
す
事 

反
覆
表
裏
甚
し
と
い
ふ
へ
し
、
誠
に
論
す
る
に
足
ら
さ
る 

所
為
な
り 

 

風
説
書 

當
十
七
日 

朝
廷
よ
り
被 

仰
出
候
に
八
幡 

 

三
月
歟 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

※66

頁 

御
幸
之
節
供
奉
先
よ
り
一
橋
中
納
言
出
奔
い
た
し
、
其
外 

老
中
板
倉
周
防
守
、
大
目
付
岡
部
駿
河
守
此
三
人
彦 

根
、
安
藤
同
様
之
奸
逆
ニ
而
悩 

叡
慮
、
攘
夷
を
引
延
し
不 

届
之
廉
を
以 

徳
川
家
ニ
お
ゐ
て
可
令
誅
罪
、
若
時
日
を 

移
す
に
お
ゐ
て
ハ 

天
子
ゟ
可
令
誅
戮
旨
被 

仰
出
、
依
之 

早
馬
を
以
江
戸
へ
御
申
越
、
尾
州
様
急
ニ
御
上
京
ニ
相
成
候
よ
し 

此
風
説
書
朝
廷
ゟ
被 

仰
出
候
者
不
審
な
り
、
如
此
義
ヲ
被
仰
出
候
儀
者 

有
之
間
敷
信
用
し
か
た
き
事
也
、
尤
其
時
分
何
者
之
所
業
ニ
や
三
条
橋 

之
辺
江
掛
ケ
札
ニ
相
認
候
趣
者
一
橋
殿 

御
幸
行
供
奉
先
よ
り
言
上
な
く 

御
帰
府
之
事
攘
夷
を
等
閑
候
事
、
周
防
守
殿
初
取
計
方
不
尽 

将
軍
家
ニ
者
御
若
年
之
事
故
、
只
今
其
罪
を
不
責
候
得
共
、
弥
攘
夷
ヲ
等
閑 

玉
ふ
ニ
お
ゐ
て
ハ
板
倉
周
防
守
殿
初
掛
り
有
司
可
令
罪
戮
旨
種
々
雑
言 

相
記
捨
置
候
よ
し
、
是
者
浪
人
之
類
ニ
而
も
致
し
候
哉
、
夜
分
密
ニ
致
ス
事
故
御
制
し 

も
行
届
兼
、
左
も
可
有
前
書
之 

朝
廷
よ
り
被
仰
出
候
ハ
信
し
か
た
し 

三
月
廿
日 

公
方
様
御
滞
京
可
為
十
日
旨
御
治
定
之
旨
最
前
御
達 

之
所
、
今
暫
御
滞
京
被
遊
候
旨
被 

仰
出 

同
廿
三
日 

當
月
廿
一
日
、
二
条
御
城 

御
發
駕
東
海
道
筋 

還
御
之
旨
去
ル
十
七
日
於
京
地
被
仰
出
候 

同
廿
五
日 

當
月
廿
一
日
京
地 

御
發
駕
可
被
遊
処 

御
所
ゟ
被 

仰
出
候
趣
も
有
之
候
ニ
付
、 

御
發
駕
御
延
引 

暫 

御
滞
京
可
被
遊
旨
被 

仰
出 


